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第一種金融商品取引業者の事業年度規制の見直しに伴う 

「定款施行規則」の一部改正について 

 

本所は、定款施行規則の一部改正を行い、平成２６年１１月３０日から施行します。 

今回の改正は、「４月１日から３月３１日まで」に限定されている現行の事業年度につ

いて、第一種金融商品取引業者ごとに異なる設定をすることを許容する改正金融商品取引

法が１１月２９日に施行されることから、本所においては、会員の管理を適切に行うため、

会員の事業年度を把握する規定を追加し、会員制度について所要の整備を行うものです。 

 

改正の概要は、以下のとおりです。 

 

Ⅰ．改正概要 

○ 事業年度の末日の変更の報告 

・会員は、事業年度の末日を変更した場合、本所に報告することとします。 

 

Ⅱ．施行日 

平成２６年１１月３０日より施行します。 

 

以 上 



 

定款施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（報告事項） （報告事項） 

第４条 定款第 22条に規定する本所が定める場合

は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報告書

に本所が必要と認める書類を添付して報告する

ものとする。 

第４条 定款第 22条に規定する本所が定める場合

は、次の各号に掲げる場合とし、所定の報告書

に本所が必要と認める書類を添付して報告する

ものとする。 

（１）～（７）の２ （略） （１）～（７）の２ （略） 

（７）の３ 事業年度の末日の変更があったと

き。 

（新設） 

（８）～（２９） （略） （８）～（２９） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２６年１１月３０日か

ら施行する。 

 

 

 


